主催・日本労働弁護団

院内集会を開催します
「労働者保護の派遣法改正を目指そう！」

　２００８年秋からの世界的な不況の中で大量の「派遣切り」が行われました。２００８年末の「派遣村」は、派遣労働者が極めて不安定な雇用形態におかれ低賃金に苦しむ実態を社会に明らかにしました。一日も早く、現行労働者派遣法を改正し、派遣労働者の保護をはかることが求められていますが、先の通常国会で派遣法改正法案が上程されたものの、継続審議のままです。現行派遣法が改正されなければ、派遣労働者の不安定雇用と低賃金処遇は一向に改善されないままです。違法派遣も多発しており、全国各地で派遣先に直接雇用を求める裁判が次々に提訴されていますが、現行派遣法の不十分さゆえに、十分な司法的救済につながっていません。

　今臨時国会では派遣法改正法案の審議が再開されます。この改正法案は、登録型派遣禁止に幅広い例外規定を置くなど不十分な点を残していますが、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記し、派遣労働者保護法の性格を持たせ、違法派遣の場合の直接雇用申込みなし規定を置くなど、派遣労働者保護の観点から画期的な内容となっています。これに対して、派遣法規制反対派は、派遣規制強化が失業のリスクを高めるなどと誤った情報を流し、派遣法改正反対の動きを強めています。

　このたび、当弁護団は、今国会での派遣法改正法案の成立を訴えるため「今臨時国会における労働者派遣法改正法案の成立を求める声明」（2010年10月5日）を発表しました。また、派遣法改正を実現するために、下記集会を企画しました。各界各層からの多数の御参加を得たく、御案内申し上げます。
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日　時　　２０１０年１０月２５日（月）

１３時００分～１４時３０分（１２時３０分・開場）

場　所　　衆議院第一議員会館多目的ホール
　　　　　（最寄駅）東京メトロ丸ノ内線・千代田線　国会議事堂前

　参加費　　無　料（事前申込不要）

　　　　　　　　※当日、入館チケットを配布します。お早めにご来場下さい。
プログラム

１、ご挨拶（労働弁護団副会長）

２、派遣法改正の情勢と改正の必要性について（弁護士　水口洋介）
 　　　

３、労働者、労働組合の立場から

４、議員の立場から
 　　　　　　　　　　　　　　 

お問合せ：　日本労働弁護団（http://homepage1.nifty.com/rouben）
〒101-0062　千代田区神田駿河台3-2-11　総評会館４階

TEL：電話：03-3251-5363　FAX：03-3258-6790

担当事務局　板倉由実（東京法律事務所）

TEL：電話：03-3355-0611　FAX：03-3357-5742

